




平成２２年８月９日

１．内部の枠組みによるもの

① ＰＬＡＮ　【奨学事業本部（奨学事業戦略室）】

奨学金事業全般を統括し、各事項の取組方針を検討、計画策定

② ＤＯ　【奨学金事業部、債権管理部】

奨学金事業本部（奨学事業戦略室）で策定した計画に基づき、各事項に対する取組を実施

③ ＣＨＥＣＫ　【理事懇談会、運営会議、（理事会）】

④ ＡＣＴＩＯＮ　【理事会、理事懇談会】

２．外部有識者による検証委員会等を活用

① 独立行政法人日本学生支援機構評価委員会

委員長：佐伯浩　北海道大学総長
開催回数：年２回（６月及び３月）

② 奨学金事業に関する委員会

・返還促進策等検証委員会
委員長：島一則　広島大学高等教育研究開発センター准教授
開催回数：４回（平成２１年度実績）

・機関保証制度検証委員会
委員長：三隅隆司　一橋大学商学研究科教授
開催回数：３回（平成２１年度実績）

回収促進策や機関保証事業に係る個別の取組などについて、外部有識者で構成される委員
会で検証し、必要な改善策などを検討

奨学金事業の取組に関する進捗状況の報告に基づき、運営会議で協議するとともに、理事懇
談会においても議論しつつ、必要に応じて理事会で審議

機構の中期計画、年度計画に基づいて業務が実施できているかを外部有識者で構成される委
員会で評価

今後のＪＡＳＳＯの奨学金事業の課題進捗管理の在り方について（案）

運営会議における協議、理事懇談会における議論等を踏まえ、必要な審議・決定を行い、必
要な取組を指示

→ＰＬＡＮ　【奨学事業本部（奨学事業戦略室）】
　 具体の事項について取組の在り方や計画を見直し、戦略的・重点的に次の計画へ反映

　　　　　　　　　　　　　　　　　：PlanningとCheck の機能を強化し、PDCAサイクルの円滑化を図る
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奨学事業本部（奨学事業戦略室）での奨学金事業の実施を
支援するため、管理部門も含めて横断的メンバーによって具
体的な改善事項等を検討する委員会

統括

奨学事業戦略室

理事会（適時）

機構の重要方針及び施策について審議・決定
を行う会議

具体的な重要事項について、執行権を有する
役員等で検討を行う会議

行政改革等における指摘事項等に対する進捗
状況や返還業務の月次状況の報告に基づき、
各事業の進捗状況の管理等を行う連絡会議
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理事懇談会（週１回）

監
事

文
部
科
学
大
臣

監査室

文部科学大
臣へ監査結
果に基づく
意見（監査
報告書）を提
出

・内部統制を強化するた
め、業務執行部門とは独立
して設置
・理事長が必要と認める特
定の課題について、深く調
査（内部監査）し、その結果
を理事長へ報告
※平成２１年度は、法的処
理の取組に重点を置いて
実施

② ＤＯ

特定の課
題を監査

・理事長へ監査計画を提示
・理事長へ監査結果に基づく意見（監査報告書）を提出
・機構全体の事業・業務及び会計経理を対象に監査を実施
・監事、会計監査人、理事、内部監査部門（監査室）で協議
（四者協議）の場を設け、監査計画、監査方針、機構の事業
の現状や取り組むべき課題等について意見交換、協議（年２
回程度）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：外部の知見を活用し、より効果的な改善方策を検討

文部科学省　独立行政法人評価委員会　日本学生支援機構評価部会（年３回）
課題の進捗状況について、毎年度の実績評価の際に報告を受け、評価に活用

＜日本学生支援機構作成＞  
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○機構独自の取組 

奨学事業に関するガバナンスを強化するとともに、業務の一層の改善・効率化を図り、奨学金貸与事

業の円滑な実施を推進するため、機構独自の取組として組織改編を実施。（平成22 年８月１日） 

＜主な内容＞ 

【ガバナンスの強化】 

・奨学事業全体を戦略的に統括する「奨学事業本部」を設置。そのヘッドクオーターとして「奨学事業戦略

室」を設置。 

・返還金回収強化のため、「債権管理部」を設置。 

【返還金回収の強化とともに業務の一層の改善・効率化】 

・住所調査等定型的事務を一元的に処理する「奨学事務センター」を設置。 

・電話・メール・訪問者に集中して対応する「返還相談センター」を設置。 

 

＜平成22年４月＞ ＜平成22年８月＞

奨学事業部 副部長 1 奨学事業統括課 19
（企画担当） 6 奨学事業戦略室 5

奨学事業計画課 15
奨学金事業部 奨学総務課 23

法務課 11
学資貸与課 35

機関保証業務課 17
返還免除課 8

副部長 1 学資貸与課 35
（業務運営担当） 返還促進課 21

返還促進課 31
返還猶予課 18

返還免除課 8
奨学事務センター 7

返還相談 1 返還相談統括室 12
　センター 返還相談センター 5

名古屋返還相談 8
　センター 債権管理部 法務課 20
大阪返還相談 8
　センター 機関保証業務課 12

（地方ブロック支部） 北海道支部 6 （地方ブロック支部） 北海道支部 6
東北支部 8 東北支部 8
関東甲信越支部 16 関東甲信越支部 16
東海北陸支部 8 東海北陸支部 12
近畿支部 7 近畿支部 7

大阪オフィス 8 大阪オフィス 13
中国四国支部 7 中国四国支部 7
九州支部 19 九州支部 19
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（独）日本学生支援機構の組織見直し

＜日本学生支援機構データ提供、文部科学省作成＞ 
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1. 「責任」

2. 「専門」

3. 「先見」

4. 「スピード」

5. 「サービス(奉仕）」

「（５＋１）Ｓ「（５＋１）Ｓ 運動」運動」

「信頼」

＜日本学生支援機構作成＞

 
 

 

変革期を乗り越えるため

日
本
学
生
支
援
機
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「（５＋１）S 運動」

「責任」・「専門」・「先見」・「ｽﾋﾟｰﾄﾞ」 ・
「ｻｰﾋﾞｽ（奉仕）」を意識して業務を遂行
すれば「信頼」が生まれる。

組織のベクトルを一方向に

積極的に提案し、行動する集団

（考えるサービス集団）

存在感

新しい価値観

社会的・政治的な変化

•より社会に貢献し、

認知される組織へ

•一層誇れる組織へ

＜日本学生支援機構作成＞
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